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○ はじめに 

平成 30 年６月、近年の大規模な災害等の発生状況等に鑑み、三重県議会基本条

例に、議会における大規模な災害その他の緊急事態への対応に関する規定として、

同条例の「第７条の２ 議会は、大規模な災害その他の緊急事態の発生に際し、

議事機関として迅速かつ的確な対応を行うほか、状況の把握その他の調査活動を

行うなど、議会の役割を踏まえた必要な対応を行うものとする。」「２ 議会は、

前項の対応を迅速かつ的確に行うために必要な体制の充実強化その他の措置を講

ずるよう努めるものとする。」との規定を整備した。 

これを受けて、大規模な災害等緊急事態への県議会としての対応について調査

及び検討を行うため、平成 30 年６月に委員 10 名からなる「大規模な災害等緊急

事態への県議会の対応に関する検討会」を設置して検討を重ねた。 

このたび、合計 11 回の検討会と被災地議会への県外調査を踏まえ、検討結果を

報告する。 

 

１ 検討の経過 

（１）大規模地震対応マニュアル及び執行部の対応について 

検討に当たって、大規模地震（津波）発生後５日目までの初動期の対応に重

点を置いた現行の大規模地震対応マニュアルなど、本県議会としての現行の対

応を確認した後、防災対策部及び総務部から、県当局の災害時の対応について

聴き取りを行った。 

  <概要> 

① 議会の現行のマニュアル等について確認 

・大規模地震対応マニュアル 

・大規模地震対応マニュアル（事務局職員編） 

・南海トラフ地震に関連する情報（臨時）及び弾道ミサイル発射によるＪ

アラートへの対応について 

・弾道ミサイル発射によるＪアラート作動への対応 

  ② 防災対策部の現行の計画等について確認 

・三重県地域防災計画 

・三重県版タイムラインの運用 

・三重県広域受援計画 

・防災通信ネットワーク 

・災害救助法の概要 

・三重県国民保護計画 

  ③ 総務部の予算対応等について確認 

大規模災害等緊急事態発生時の予算対応 
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・平成 30 年度当初予算中の災害関係予算 

・大規模災害発生時にかかるフロー 

・過去の大規模災害対応のための予算編成、議会対応事例 

  <主な意見> 

・どの範囲を大規模災害とするのか、その定義や被災の規模に応じた対応を

考えていく。 

・予算審議については、県民への説明責任の観点を議論していく。 

・緊急時の現場対応として、議員がどのように関わるべきか、県と市町の連

携や現場と行政の潤滑油的な役割が求められているのではないか。 

・道路の通行規制など、県民への情報提供、情報共有のあり方についてどう

対応するか。 

 

（２）他団体における先行事例の調査と三重県議会指針の検討 

岩手県議会や大津市議会など他団体における災害等緊急時の組織設置の事例

や災害時マニュアル等を参考として、本県議会の大規模な災害等緊急事態発生

時における、基本的な考え方・行動指針となる三重県議会指針を作成するため

の検討を行った。 

  <主な意見> 

・災害時の議会としての組織のあり方、体制はどうあるべきか。 

・議会、議員として発災時にすべきこと、情報・窓口の一元化などを行動指

針として取りまとめる必要がある。 

・復旧復興に向けての予算審議のあり方を検討してはどうか。 

・対象とする災害について、現行マニュアルと同じ震度５弱を基本とし、議

長の判断により災害時の組織を招集することがよい。 

・議会の役割について、議事・議決機関としての役割の中で、通年議会の仕

組みを生かし、速やかな議事運営を行うことを記載すべき。 

・議員の役割について、災害時にすべきこと、慎むべきこと、議会活動を優

先することを明記するが、自身が被災する等やむを得ない場合も想定され

る。 

・議員の行動原則、心構え的なものをわかりやすく整理してはどうか。 

・代表者会議の自動招集について、現行は発災５日目の午後１時としている

が、他県の状況も参考にしながら早める検討が必要。 

・災害時の会議の指揮者不在時の代行者としては、副議長、議会運営委員長、

第１会派代表、第２会派代表の順としてはどうか。 

・県災害対策本部と議会との情報共有については、議会事務局が窓口となっ

てやりとりを行う。 
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（３）県外調査（山形県議会、宮城県議会、岩手県議会） 

委員間による協議をさらに深めるために、山形、宮城、岩手の各県議会の県

外調査を行い、東日本大震災で実際に被災した当時の状況や、その後の対応に

ついて聴き取りを行った。 

〈主な内容〉 

① 山形県議会 

 ・常設の災害組織である危機管理委員会の構成及び情報伝達等について 

 ・被災時の議事堂に代わる民間施設の使用について 

 ・議員の安否確認システムについて 

② 宮城県議会 

   ・発災直後の議事運営について 

   ・代表者会議の自動招集や例外規定、各議員の意見集約方法について 

   ・県災害対策本部への参加について 

   ・工事契約に係る変更契約の専決処分について 

③ 岩手県議会 

   ・発災直後の議事運営について 

   ・被災地の調査における地元選出議員の役割について 

   ・災害組織（岩手県議会災害対策連絡本部調整会議）の職務代理者につい 

    て 

 

（４）有識者からの意見聴取 

災害時に議会や議員が果たすべき役割や発災後の取組に対する理解を深める

とともに、今後の検討会での議論の参考とするため、有識者を招致し、現行の

三重県議会大規模地震対応マニュアルや、作成中の指針等に対する意見聴取を

行った。 

  <有識者> 

   跡見
あ と み

学園女子大学 観光コミュニティ学部 鍵屋
か ぎ や

 一
はじめ

 教授 

 <有識者の主な意見> 

・三重県においては、南海トラフ巨大地震に対応するための、レベルを上げ

た大規模災害への対応を検討する必要がある。 

・発災直後の応急対策期は議会のサイレントタイムとして一定の期間、執行

機関を拘束せず、各議員が地域の支援や情報収集に努めるべき。 

・復興期における議案審議の方向性として、執行部を批判するのではなく提

案型としてはどうか。 
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・被災地への視察者は、その後支援者となってくれるため、積極的に視察を

受け入れることを議員の活動として明記してはどうか。 

・災害時の連絡手段として、ＬＩＮＥでのやりとりをメインにしつつ、独自

の安否確認システムなど他の方法も活用できないか検討する。 

 

（５）議案審議の方法等について（議案審議の簡素化、知事の専決処分） 

発災後の災害に関連する議案審議の簡素化及び専決処分について、審議日数

の短縮や専決すべき内容等について検討を行った。 

  <主な意見> 

① 議案審議の簡素化 

・議案審議の簡素化や専決処分については、その前提として緊急性の高い災

害復旧事業を執行部がスムーズに遂行するため、議会は協力すべきではな

いか。 

・議案審議の簡素化について、災害時にはスピード感に加えて、丁寧さが重

要となるため、全議員が共通認識を持てる全員協議会での十分な質疑を行

った上で、本会議中心の審議がよいのではないか。 

② 知事の専決処分（地方自治法第 180 条） 

・災害復旧工事は当初設計で契約するが、その後変更が生じた場合に、変更

契約に時間を要することで現場が止まってしまわないよう、対象議案は特

定しつつ、一定の専決処分を認めた方がよい。 

・専決をした変更契約については、後で議会に報告をもらうことになるため、

確認できる。 

 

２ 検討結果 

（１）三重県議会指針について 

  大規模な災害その他の緊急事態の発生時において、県議会として必要となる

対応等についての基本的な考え方を定めた「大規模な災害その他の緊急事態へ

の対応に関する三重県議会指針」を策定した。 

以下、項目を列記（三重県議会指針は別添） 

① 目的 

② 対象とする災害等 

③ 議会の役割 

④ 議員の役割（「緊急事態発生時の議員心得」） 

⑤ 議会の災害対応組織 

⑥ 指針等の見直し 

⑦ 三重県議会指針の位置づけ（概念図） 

 ※ ④ 議員の役割は、「緊急事態発生時の議員心得」として携帯等できる

ようにする。 
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（２）三重県議会災害対策会議（仮称）の設置について 

 大規模な災害その他の緊急事態の発生時において、現行の代表者会議に代わ

る議会の災害対応組織として、被災地域の選出議員など議長が必要と認める議

員を構成員とする「三重県議会災害対策会議（仮称）」を設置する。 

〈概要〉 

・災害対策会議の位置付けを三重県議会会議規則第 103 条における協議又は

調整を行うための場とする。 

・発災から 72 時間経過後最初に到来する午後１時の自動招集とし、これによ

りがたい場合は議長が定めることができる。 

・構成員は代表者会議メンバー及び議長が必要と認める者（被災地域の選出

議員等）とする。 

・議長に事故がある時又は欠けた時の職務代理は副議長、議会運営委員長、

第一会派の代表、第二会派の代表の順序とする。 

・所掌事項は、①県災害対策本部からの情報の把握及び議員への提供、②議

員が収集した情報の集約及び県災害対策本部への提供、③本会議等の開催

や協議事項の調整、④県や国、関係機関への要望活動の調整などを行う。 

 

（３）議案審議の簡素化及び知事の専決処分について 

大規模な災害その他の緊急事態の発生時において、迅速に議案審議を進める

ため、議案審議の簡素化をはかるとともに、工事請負契約の変更に係る専決処

分の規定を新たに設ける。 

① 議案審議の簡素化 

 既決災害予算で災害復旧工事が部分的にしか対応できない場合等、緊急事

態に迅速に対応するため審議日数を短縮する必要がある議案として、三重県

議会災害対策会議（仮称）で確認を行い、議会運営委員会で決定した場合に、

議案審議方法等について、あらかじめ議会運営委員会で申し合わせる。 

これにより、１日の審議日程を可能とする。 

② 知事の専決処分（地方自治法第 180 条） 

大規模な災害その他の緊急事態が発生した場合において、当該緊急事態に

迅速に対応するため、議案審議の簡素化により委員会付託を省略して議決し

た災害復旧事業等の工事請負契約について、議決した契約金額の２割以内の

変更を行うことを、新たに「知事が専決処分にすることができるもの」の指

定に加える。 
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３ 今後の課題 

（１）現行マニュアルの改定 

 本検討会で作成した三重県議会指針との整合性を図るため、現行の三重県議

会大規模地震対応マニュアルなど諸規定の改定が必要となる。 

 指針に示した国・関係機関等の視察対応に関する具体的な取組内容について

は、被災地域の議員をはじめ多くの関係者が関わるため、マニュアル内に記載

することが望ましい。 

 

（２）安否確認及び情報伝達における電子メール及びＬＩＮＥの活用 

 現行マニュアルでは、安否報告書や情報伝達票により議会事務局へＦＡＸ等

による報告としているが、停電などの不測の事態が考えられることや、議員全

員への情報共有の迅速化などを考え、議員の安否確認や被災地等に関する情報

共有手段として電子メール及びＬＩＮＥの活用について検討する。 

 

（３）緊急通行車両標章取得の手続き 

 現在、正副議長車については、災害時に使用できる緊急通行車両標章の事前

届出をしているが、これ以外の公用車２台についても、事前届出に向けて協議

を行う。 

 

（４）備蓄用非常食の予算化 

 議会用に備蓄している非常食については、現在約 40 名分（議会事務局職員２

日相当）を確保しているが、傍聴者及び議員分の非常食も含め、備蓄にかかる

経費の予算化に向けた検討を行う。 

 

４ 資料編 

 ・委員名簿 

・検討会運営要綱 

・検討経過 

 

（別冊） 

 ・大規模な災害その他の緊急事態への対応に関する三重県議会指針 

 ・緊急事態発生時の議員心得 

 ・大規模な災害その他の緊急事態の発生時の対応に係る議案審議の簡素化につ

いて 

 ・緊急事態発生時における知事の専決処分について 
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大規模な災害等緊急事態への県議会の対応に関する検討会委員名簿 

 

会 派 名 委 員 名 

新 政 み え 

廣 耕 太 郎 

藤 根 正 典 

津 村   衛 

中 村 進 一 

自由民主党県議団 

田 中 祐 治 

中 嶋 年 規 

中 森 博 文  

日本共産党 岡 野 恵 美 

大   志 倉 本 崇 弘 

青   峰 野 村 保 夫 

                          （※敬称略） 
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大規模な災害等緊急事態への県議会の対応に関する検討会 運営要綱 

 
（趣旨） 

第１条 大規模な災害等緊急事態への三重県議会の対応について調査及び検討を

行うため、三重県議会基本条例（平成１８年三重県条例第８３号）第１４条第

１項の規定により設置された大規模な災害等緊急事態への県議会の対応に関す

る検討会（以下「検討会」という。）の所掌事項、組織、運営等については、こ

の要綱の定めるところによる。 
（所掌事項） 

第２条 検討会は、大規模な災害等緊急事態への県議会の対応について調査及び

検討するものとする。 
（検討会の組織） 

第３条 検討会は、委員１０人以内で組織する。 
２ 委員は、県議会議員のうちから県議会議長が指名する。 
（任期） 

第４条 委員の任期は、調査及び検討の終了までの間とする。 
（座長及び副座長） 

第５条 検討会に、座長１人及び副座長１人を置く。 
２ 座長及び副座長は、委員の互選により選出する。 
３ 座長は、検討会の会務を総理する。 
４ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、

その職務を代理する。 
（会議） 

第６条 検討会は、座長が招集し、座長が会議の議長となる。ただし、委員の指

名後最初に開かれる会議は、県議会議長が招集する。 
２ 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決す

るところによる。 
３ 前項の場合においては、座長は、委員として議決に加わることができない。 
４ 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、検討会への出席、

資料の提出又は調査を求めることができる。 
（事務） 

第７条 検討会の事務は、県議会事務局総務課において処理する。 
（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、検討会に関し必要な事項は、県議会議長

が別に定める。 
附 則 

この要綱は、平成３０年６月２９日から施行する。 
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検討経過 

年 月 日 内  容 

平成30年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31年 

７月13日 

 

 

 

８月９日 

 

９月20日 

 

10月24日 

 

 

11月14日 

 

 

11月15日

～16 日 

11月27日 

 

 

 

 

12月20日 

 

 

１月 17日 

 

 

 

 

２月 15日 

 

 

 

 

 

第１回検討会 

・座長及び副座長の選出について 

・現在の対応について 

・今後の進め方について 

第２回検討会 

・大規模な災害等緊急事態への執行部の対応について 

第３回検討会 

・今後の「検討すべき課題」、「調査すべき事項」につい

て 

第４回検討会 

・他団体における先行事例及び三重県議会指針（素案）

について 

第５回検討会 

・他団体における先行事例及び三重県議会指針（素案）

について 

県外調査 

・山形県議会、宮城県議会、岩手県議会 

第６回検討会 

・前回の検討結果及び県外調査を踏まえた三重県議会指

針（案）の検討について 

・緊急事態発生時の議員心得（案）について 

・検討会に招致する有識者について 

第７回検討会 

・有識者からの意見聴取 

・有識者意見を踏まえた委員間討論 

第８回検討会 

・有識者意見、各会派意見を踏まえての課題について 

・これまでの議論を踏まえて確認すべき事項について 

・議案審議の方法等について（議案審議の簡素化、専決

処分） 

第９回検討会 

・大規模な災害その他の緊急事態への対応に関する三重

県議会指針（最終案）について 

・議案審議の方法等について（議案審議の簡素化、専決

処分） 
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２月26日 

 

 

 

 

 

２月 28日 

 

第 10 回検討会 

・大規模な災害その他の緊急事態への対応に関する三重県

議会指針について 

・議案審議の簡素化について 

・知事の専決処分について 

・検討結果報告について 

第 11 回検討会 

・議案審議の簡素化について 

・知事の専決処分について 

・検討結果報告について 

 

 


